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第4章 新市の施策 
 

１．施策体系 

 新市の将来像「『元気な大交流都市』 －公園都市・共生都市・快適産業都市へ－」を実現

していくため、以下のような施策の展開を図ります。 
 
    基本施策 施策の柱 まちづくりの基本方針 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（健康福祉） 

障害者(児)在宅福祉サービスの充実 
早期療育の推進 
ノーマライゼーション社会の確立 
介護保険の充実 
高齢者福祉施設の整備 
高齢者生活支援の充実 
生きがい活動支援の推進 
保育機能の充実 
母子・父子福祉対策の充実 
子育て支援の推進 
保健サービスの充実 

健康づくりの推進 健康づくりの推進 

障害者（児）福祉の充実 

高齢者福祉の充実 

子育て支援の充実 

 
すべての人々が 
豊かな生活を満喫できるまちづくり

 
 
  

（教育文化） 

スポーツの振興 
文化財の保存・継承 
文化の振興 
青少年育成活動の充実 
学習機会の拡充 
生涯学習推進体制の整備 
学校教育の充実 
幼児教育の充実 幼児・学校教育の充実 

文化・スポーツの振興 
青少年の健全育成 

生涯学習の充実 生きがいと創造力を育み 
豊かな心と人の和を広げる 
まちづくり 

安全な水道水の安定供給 

（快適安全） 

消費生活の充実 
防犯活動の充実 
交通安全の推進 
消防力の強化 
治山・治水の推進 
災害対策の強化 
防災活動の推進 
公共交通の充実 
生活道路の整備 
幹線道路の整備 
水と緑による環境の整備 
都市環境の整備 都市空間の整備 

安全な市民生活の確保 

防災体制の整備 

交通体系の整備 

 
快適で安全な 
活き活きしたまちづくり 
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 基本施策 施策の柱 まちづくりの基本方針 

火葬場等の充実 
し尿処理の充実 
廃棄物処理施設の充実 
公共下水道の推進 
美しいまちづくりの推進 
環境監視・観測 
地下水の保全 
自然環境の保全 
地球温暖化対策の推進 
ごみ減量化・リサイクルの推進 循環型社会の形成 

環境衛生施設の充実 
下水道の整備 

環境の保全 
 
自然と共生する 
環境にやさしいまちづくり 

（環境共生） 

雇用環境の整備 
広域観光の推進 
観光資源の整備と活用 
森林資源の整備 
農業の振興 
農業基盤の整備 
商業環境の整備 
商工業の活性化 
新産業の育成・支援 新産業の創出 

勤労者福祉の充実 

観光の振興 

地域産業の振興 

 
活力に満ち 
創造力にあふれるまちづくり 
 

（産業活力） 

（市民協働） 

健全財政の維持 
行財政改革の推進 
広域連携の促進 
友好都市交流の推進 
国際交流の推進 
情報公開の推進 
地域情報化の推進 
男女共同参画の促進 

広報・広聴活動の充実 
ボランティア活動などの促進 
自治会・コミュニティ活動の促進 市民参加によるまちづくりの

推進 

行財政運営の効率化 

交流事業の促進 

地域情報化の推進 協働の精神に支えられた 
みんなで進める連携と交流の 
まちづくり 
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２．主要施策 
 

2-1 分野別 

（1）健康福祉 

①健康づくりの推進 
○健康づくりの推進 
・健康で豊かな生活を営むために、「自分の健康は自分で守る」という自覚を一人一人

が認識し、それに対応した適切な「栄養・運動・休養」をバランス良く暮らしの中

に取り入れるとともに、健康づくりに対する意識の高揚に努めます。 
・診療所と病院の相互連携を強化し、地域医療の充実に努めます。 
・市民が緊急時に迅速適切な医療サービスを受けられるよう救急医療体制の充実を図

ります。 
・休日急病診療所及び歯科休日在宅当番医制度の充実・周知に努めます。 

○保健サービスの充実 
・生活習慣等の変化に伴う疾病構造の変化に対応するため、検診体制及び検診内容を

充実し、バランスのとれた食生活の指導啓発をはじめとする生活習慣の改善事業の

充実に努めます。 
・妊産婦・乳幼児の健康診査・健康相談・歯科指導・訪問指導等の母子保健サービス

の充実に努めます。 
・各種感染症予防のために、情報提供や予防接種の実施に努めます。 

②子育て支援の充実 
○子育て支援の推進 
・子ども館における子育て支援を充実し、家庭の育児不安等についての相談指導や子

育てサークル等への支援強化に努めます。 
・地域子育て支援センターを充実させ、地域の子育てネットワークを形成し、総合的

な子育て支援を推進します。 
・低学年児童の放課後における生活を支援するとともに、子育て家族の負担を軽減し

ます。 
・地域の子育て力を生かした、三世代ふれあい事業の充実に努めます。 
・乳幼児医療費助成を小学校就学前まで実施し、子育て世代の負担を軽減します。 

○母子・父子福祉対策の充実 
・孤立しがちな母子・父子家庭に対して、相互交流の契機となる場を設け社会参加を

促進します。また、母子自立支援員を配置して、児童の養育や家庭生活などに対す

る相談・指導・助言の充実に努めます。 
○保育機能の充実 
・多様化、高度化する保育ニーズに対応するため、特別保育事業（延長保育・長時間

保育・乳児保育・障害児保育・一時保育など）の充実に努めます。 
・保育所施設の老朽化や保育内容の充実に対応するため、保育所の整備改修に努める

とともに、保育機能の強化を図ります。 

③高齢者福祉の充実 
○生きがい活動支援の推進 
・高齢者の生きがいと健康づくり活動を支援するため、老人クラブ、趣味のクラブな

ど自主活動の活性化に努めます。 
・高齢者の生涯学習・スポーツ・地域活動などの参加啓発や普及に努め、生きがいづ

くりを推進します。 
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・高齢者の知識や経験を生かし、また積極的な社会参加を促進するため、働く生きが

いの場の確保に努め、シルバー人材センターの充実を図ります。 
○高齢者生活支援の充実 
・介護認定が自立判定である高齢者の生活支援のため、介護保険制度の対象とならな

い在宅福祉サービスの充実に努めます。 
・機能訓練や訪問指導などの保健福祉サービスの充実に努めます。 
・ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯などの生活を支援するため、緊急時に

対応するための緊急通報システム、日常の相談や見守りのための在宅介護支援セン

ター事業・近隣ケアグループ事業、日常生活の質を向上するための事業の充実に努

めます。 
・高齢者の健康保持と適切な医療を確保するため、老人保健法に基づく医療給付を行

うとともに、市民の健康に対する認識や医療費についてのコスト意識を深めるよう

に努め、老人保健医療費の適正化を図ります。 
・地域における福祉活動を支援し、近隣ケアグループ活動やボランタリーハウス事業

を活性化します。 
○高齢者福祉施設の整備 
・養護老人ホームを整備し、高齢者の入所施設の充実に努めます。 
・高齢者の生きがいと健康づくり活動を支援するため、老人福祉センター等の施設を

充実させます。 
○介護保険の充実 
・介護保険事業計画に基づき、サービス需要量の把握、サービス供給の確保、サービ

ス提供事業者相互間の連携確保等に努め、保険給付の円滑な実施を図ります。 
・介護に関する保健・医療・福祉の各分野にわたる適切なサービスを総合的に提供で

きるよう努めるとともに、介護サービスの質の向上を図ります。また、介護保険に

関する情報を市民にわかりやすく提供します。 

④障害者（児）福祉の充実 
○ノーマライゼーション社会の確立 
・障害者計画を推進し、障害者や高齢者などが安心して暮らせるノーマライゼーショ

ン社会の確立に努めます。 
・障害者や高齢者が安心して行動できるように、移動・移送手段の確保に努め、建築

物や道路、交通機関など市全体のバリアフリー化を進め、誰もが住みやすい福祉の

まちづくりを推進します。 
・障害者の生きがいづくりを推進するため、スポーツやレクリエーション活動、福祉

フェア（作品展）などの文化活動への参加促進に努めます。 
・障害者の自立を助長するため、小規模授産施設の支援に努めるとともに、障害者の

雇用機会の拡大、就労後の支援に努めます。 
○早期療育の推進 
・乳幼児の健康診査等により、障害の早期発見に努め、障害児一人ひとりの状態に応

じた適切な療育指導に努めます。 
○障害者（児）在宅福祉サービスの充実 
・障害者が地域や家庭で安心して快適な生活が送れるように、補装具・日常生活用具

の給付、自動車改造の助成など生活条件の整備充実に努めます。 
・在宅介護者の負担軽減を図るために、ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス事業、

心身障害者の自立促進と、ショ－トステイ事業など、支援費の利用促進に努めます。 
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《新市事業》 
【健康づくりの推進】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
健康のつどい事業   
かかりつけ医制度普及事業   
病院・診療所連携制度促進事業   
救急医療体制充実事業   

健康づくりの推進 

休日診療体制充実事業   
生活習慣病予防事業   
妊婦相談・妊婦健康診査事業   
4 か月児、11 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児健康診査事業   
歯科保健事業 

 

  
保健サービスの充実 

感染症予防対策事業    
【子育て支援の充実】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
子ども館運営事業   
子育て支援施設（子ども館）整備事業   
子育てサークル等支援事業   
地域子育て支援センター事業   
地域子育て相談充実事業   
放課後児童健全育成事業   
三世代ふれあい事業   

子育て支援の推進 

乳幼児医療費助成事業   
母子・父子福祉対策の充実 母子･父子福祉対策事業   

特別保育（延長、低年齢児、一時保育等）充実事業   
保育所冷暖房設備整備事業   保育機能の充実 
那加中央保育所整備事業 

 

  
【高齢者福祉の充実】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
老人クラブ活性化事業   
高齢者社会参加促進事業   生きがい活動支援の推進 
シルバー人材センター事業   
自立判定高齢者や単身等高齢者の生活支援事業   
緊急通報システム設置事業   
老人保健医療費支弁及び適正化事業   
69 歳老人等医療費助成事業   
近隣ケアグループ活動事業   

高齢者生活支援の充実 

ボランタリーハウス事業   
養護老人ホーム「慈光園」整備事業   
老人福祉センター等整備事業   高齢者福祉施設の整備 
（旧）川島町民会館整備改修事業（生きがいセンター）  ★ 
介護保険事業計画の推進   

介護保険の充実 
介護サービス向上推進事業 

 

  
【障害者（児）福祉の充実】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
障害者計画推進事業   
障害者（児）社会参加事業   
小規模授産施設運営事業   
福祉のまちづくり推進事業   
歩道等段差解消事業   

ノーマライゼーション社

会の確立 

名鉄新鵜沼駅周辺地区交通バリアフリー化事業  ★ 
早期療育の推進 ことばの相談事業   

在宅福祉サービス事業   障害者（児）在宅福祉サー

ビスの充実 重度心身障害者（児）医療費助成事業 
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（2）教育文化 

①幼児・学校教育の充実 
○幼児教育の充実 
・幼稚園・保育所・小学校等間の連携を強化し、一貫した教育活動を推進します。 
・子どもの健全な育成を図るため、幼稚園・地域・家庭の連携を強化します。 
・親の子育てに対する不安や悩みに対応するため、子育てを支援する機能の充実に努

めます。 
・幼稚園への就園を援助するため、就園奨励助成に努めます。 

○学校教育の充実 
・一人ひとりの個性を尊重し、潜在能力の引き出しを図ります。また、社会で生きる

人間としての規律を身につけるオンリーワン教育を実践します。 
・情報化・国際化等社会の変化に対応するため、小・中学校におけるパソコン教育、

外国人語学指導助手による生きた国際語（英語）教育の充実に努めます。 
・教育環境の向上を図るため、校舎、屋内運動場及びプールの改築・耐震補強に努め

ます。 
・安全・安心な学校給食を提供するため、給食施設の改修に努めます。 
・学校敷地内の緑化を推進し、児童生徒と地域で支える良好な教育環境の整備に努め

ます。 

②生涯学習の充実 
○生涯学習推進体制の整備 
・市民の学習活動を総合的に支援する「生涯学習・木曽川アカデミー」（学習活動支援

システム）の充実に努めます。 
・生涯学習を推進する各組織や施設の機能強化を図り、さらに学習指導者の確保や学

習ボランティアの育成に努め、学習者の利便性の向上に努めます。 
○学習機会の拡充 
・生きがいと充実感を高めるため、新しい知識や技術の習得等多様な学習機会を増や

し、学習内容の充実を図ります。 
・大学などとの連携により、高度な学習内容の充実を図るとともに、リカレント教育

やリフレッシュ教育の推進に努めます。 

③青少年の健全育成 
○青少年育成活動の充実 
・青少年育成市民会議を中心として、学校・地域・家庭や育成団体の連携を図り、青

少年の健全育成活動を活性化する組織の充実に努めます。 
・開放的な相談機会の充実や育成活動に関する情報の収集提供に努め、青少年の指導

育成体制の充実を図ります。 
・ボランティア活動により人とのふれあいを高めるとともに、ホスピタリティを育て

る教育指導員やリーダーの養成に努めます。 
・家庭教育学級の活動等を通して親子のふれあいを高め、やすらぎのある家庭づくり

を促進します。 
・少年自然の家・勤労青少年ホーム等青少年施設が、青少年団体・グループの活動の

拠点や学習の場として利用できるよう、施設・設備の機能の充実に努めます。 

④文化・スポーツの振興 
○文化の振興 
・市民会館の自主事業の推進や文化協会をはじめとする市民文化団体の自主的な活動
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を支援し、芸術文化の促進に努めます。 
・文化・芸術に関する指導者やリーダーの育成や文化振興の関係団体と連携を図りま

す。 
・友好都市や近隣市町村との文化交流を積極的に推進します。 
・市民文化の向上を目的とした施策・事業に努めます。 
・文化・芸術の拠点施設の整備・充実に努めます。 

○文化財の保存・継承 
・炉畑遺跡や村国座子供歌舞伎・川まつり・小網太鼓など地域の重要な文化財を保護・

保存するとともに、文化財の公開や刊行物の発行などを通じて、愛護意識の高揚に

努めます。 
・地域の伝統芸能文化に対して適切な援助を行うとともに、PR 活動を促進します。 

○スポーツの振興 
・体育協会を中心として、各種目協会の育成など関係組織の充実に努めます。 
・すべての市民がスポーツ活動に取り組めるよう、スポーツスクールや講習会などを

継続的に開催するとともに、施設の有効利用・整備拡充に努めます。 
・市内中学校・高等学校・大学におけるホッケーの強化を支援することにより、ホッ

ケー王国各務原づくりを推進します。 
 
 

《新市事業》 
【幼児・学校教育の充実】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
幼・保・小連携強化事業   
地域・家庭・幼稚園連携強化事業   幼児教育の充実 
幼稚園就園奨励補助事業   
オンリーワン教育 PartⅡ（個性と創造）   
小・中学校英語教育推進事業   
教育情報ネットの活用推進   
小・中学校施設・設備整備事業   
小・中学校緑化事業  ▲ 

学校教育の充実 

養護学校移転改築事業 

 

□  
【生涯学習の充実】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
｢生涯学習・木曽川アカデミ－｣（学習活動支援システム）

の整備   

学習指導者の確保・学習ボランティアの育成   生涯学習推進体制の整備 

総合教育メディアセンターほか拠点施設の整備充実   
市民ニーズに対応した学習機会・内容の充実   

学習機会の拡充 
リカレント教育・リフレッシュ教育の推進 

 

  
【青少年の健全育成】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
青少年育成市民会議の組織の充実   
少年センターの機能充実   
家庭・地域活動の活性化   
家庭教育学級の充実   

青少年育成活動の充実 

青少年施設の整備 

 

  
【文化・スポーツの振興】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
芸術文化都市づくり－各種文化イベントの開催   

文化の振興 
文化団体支援育成 
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埋蔵文化財の発掘調査と整備・活用   
歴史民俗資料館・ふるさと史料館の充実   
講座の開催  関係図書資料・冊子の刊行   文化財の保存・継承 

伝統芸能文化の育成   
体育協会ほか関係組織の強化・充実   
スポーツ・レクリエーション施設の整備   
指導者の発掘と養成   
スポーツ競技会・スポーツイベント・スポーツスクールの

開催   
スポーツの振興 

各務原チャレンジカップの開催   
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（3）快適安全 

①都市空間の整備 
○都市環境の整備 
・（仮称）市民の森（雑木林公園）*、名鉄新鵜沼駅・JR 鵜沼駅周辺、川島地区中心部

周辺を「都市拠点」と位置付け、良好な市街地の形成に努めるとともに、その他地

域についても都市基盤の面的な整備に努めます。 
・地域の特性を生かしたまちづくりを進めるとともに、バリアフリー化の推進、屋外

広告物の規制などにより、魅力ある都市景観の形成に努めます。 
*岐阜大学農場跡地周辺 

○水と緑による環境の整備 
・公園都市（パークシティ）を進めるため、市民の交流の場、活動拠点となる基幹公

園を整備するとともに、市街地に身近な街区公園・緑地の整備に努めます。 
・河川等については、自然環境に配慮した河川改修・親水性護岸改修を促進します。 
・快適で清潔な都市環境づくりを図るため、排水路・公共下水道の整備を進めます。 

②交通体系の整備 
○幹線道路の整備 
・市外との連携、市内を結ぶ幹線道路として、国道・主要地方道・都市計画道路・橋

梁などの整備を促進し、渋滞緩和とともに、利便性の高い道路網の構築を促進しま

す。 
・都市計画道路や 1、2 級市道の整備を図り、市内幹線道路の整備を進めます。 

○生活道路の整備 
・地域社会の快適性や防災及び安全環境を確保するため、市民に密着した生活道路の

整備を進めます。 
○公共交通の充実 
・鉄道へのアクセス、公共公益施設への利便性を確保するため、コミュニティバス路

線を引き続き運行するとともに、新たな路線についても検討します。 
・市民の公共交通に対するニーズに対応した身近な交通手段を確保するため、バス事

業者や関係機関と協議を進め、バス路線の維持に努めます。 
・名鉄各務原線については、運行の増発、輸送力の増強や安全性の確保を、また、JR

高山本線については、電化・複線化の促進もあわせて、それぞれ関係機関に要望し、

その充実強化を推進します。 

③防災体制の整備 
○防災活動の推進 
・地域防災計画を必要に応じて見直し、最善の防災体制の整備に努めるとともに、危

機管理マニュアルを策定します。 
・防災意識の高揚を図るため、自主防災組織の育成・活動支援、総合防災訓練を実施

します。 
○災害対策の強化 
・災害時における救援体制の強化を図るため、市町村や民間団体などとの応援協定を

締結します。 
・災害に強いまちづくりを進めるため、防災活動拠点施設・避難所など公共施設の耐

震化を推進します。 
○治山・治水の推進 
・急傾斜地崩壊危険区域の指定・崩壊防止、砂防指定地の土石流防止など治山事業の
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整備を促進します。 
・林野火災跡地において植樹・間伐等を実施することで、緑の再生を図るとともに、

治山事業の推進に努めます。 
・治水事業の推進を図るため、自然資源を生かした河川改修や親水性護岸整備を促進

します。 
○消防力の強化 
・消防力の強化を図るため、災害時、防災活動の拠点となる消防署の耐震化を実施す

るとともに、消防設備を整備します。 
・消防団員の確保及び再編成の促進に努めるとともに、施設･設備の整備を図り、消防

力の強化を図ります。 
・多様化する救急救助の需要に対応するため、救急救命士の養成や高規格救急車の増

車などの充実を図ります。 

④安全な市民生活の確保 
○交通安全の推進 
・学校・家庭・地域などで交通安全教育を徹底するとともに、交通安全関係団体の自

主的活動を支援し、市民総ぐるみの交通安全運動の推進を図ります。 
・歩行者の安全を確保するため、警察など関係機関との連携を図りながら、きめ細か

な交通安全対策の実施に努めます。 
・歩行者の安全の確保と自転車利用者の利便を図るため、自転車等駐車場を整備する

とともに、商業施設や業務施設などに対し、自転車等駐車場の確保を要請します。 
○防犯活動の充実 
・安全で安心して暮らせる地域社会づくりを進めるため、防犯団体・青少年育成団体

等の活動を支援するとともに、地域ぐるみの防犯意識の啓発や地域安全活動の充実

を図ります。 
・安全な地域社会の実現のため、防犯灯などの整備を推進します。 

○消費生活の充実 
・消費生活に関する要望・苦情などの情報を把握し、消費者行政に反映させるため、

消費者モニターを委嘱し、価格動向等の調査を行います。 
・関係機関と連携し、商品の安全性の確保、表示や広告の適正化、消費者取引の適正

化など消費者の保護に努めます。 
・消費者被害の未然防止や早期救済を図るため、消費者相談の充実を図ります。 

○安全な水道水の安定供給 
・安全な水道水を供給できるよう、地下水の状況を的確に把握し、関係機関と連携し

て、地下水の保全に努めます。 
・老朽化した施設、設備等を計画的に更新し、水道水の安定供給を図ります。 

 
 
 

《新市事業》 
【都市空間の整備】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
各務原都心ルネサンス計画の推進 □ ★ 
名鉄新鵜沼駅前広場整備事業 □ ★ 
名鉄新鵜沼駅～JR 鵜沼駅前広場移動円滑化事業 □ ★ 
駅周辺市街地整備事業 □ ★ 
名鉄新那加駅、JR 那加駅周辺市街地の整備事業 □ ★ 

都市環境の整備 

川島地区中心部周辺整備事業 

 

□ ★ 
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緑化推進事業   
（仮称）市民の森（雑木林公園）整備事業 □ ★ 
（仮称）河跡湖公園整備事業 ▽ ▲ 
街区公園整備事業   
緑化重点地区整備事業  ▲ 
既存公園のリニューアル   
排水路改修事業   

水と緑による環境の整備 

公共下水道整備事業   

 

【交通体系の整備】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

（仮称）各務原大橋整備事業* 
 （（仮称）那加小網線道路整備事業） □  

（仮称）新小網橋橋梁整備事業 □  
（都）鵜沼南町線整備事業 □  

幹線道路の整備 

1・2 級市道の整備事業   
生活道路の整備 地区計画道路整備事業   

コミュニティバス運行事業 □  
名鉄各務原線・JR 高山本線の充実強化 □  公共交通の充実 
名鉄新那加駅、JR 那加駅間の公共空地の活用 

 

 ★ 
*（仮称）各務原大橋整備事業については、今後、県と調整をしていくものとする。 
*（都）…都市計画道路 

【防災体制の整備】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

地域防災計画と危機管理マニュアルの策定・見直し   
自主防災活動の支援   防災活動の推進 
総合防災訓練の実施   
災害時応援協定による広域支援体制の整備   

災害対策の強化 
公共施設耐震化の推進   
消防庁舎耐震補強事業   
消防指令装置等整備事業   
消防団活動の充実   
救急救命士の養成   

消防力の強化 

救急・救助装備及び施設の整備 

 

  
【安全な市民生活の確保】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
交通安全教育の徹底   
交通安全運動の推進   
交通安全施設の整備   交通安全の推進 

自転車等駐車場の整備   
市民の防犯意識の高揚   
防犯団体等の活動支援   防犯活動の充実 
防犯灯の設置   
消費者モニター制度の充実   
消費者保護対策の充実   消費生活の充実 
消費者相談の充実   
中央監視及び現場計装設備変更事業   
水源池・配水池等更新事業   安全な水道水の安定供給 
配水管整備事業 
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《県事業》 
【都市空間の整備】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
県営地域用水環境整備事業 羽島用水地区 ▽  
県営地域用水環境整備事業 羽島用水 2 期地区 ▽  水と緑による環境の整備 
新境川の親水性護岸整備事業 

 

▽  
【交通体系の整備】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
（都）岐阜犬山線の建設 □  
公共道路改築事業（（主）江南関線 各務原市大伊木町） 
 （（仮称）新愛岐大橋・各務原扶桑線の建設） □  

（都）犬山東町線バイパスの建設 □  
（主）川島三輪線の建設 □  

幹線道路の整備 

（都）日野岩地大野線の建設 

 

□  
*（主）…主要地方道 

【防災体制の整備】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

地域防災対策総合治山事業 岐阜市・各務原市 △  
自然環境保全治山事業 おがせ地区（天野山整備事業） △  
砂防環境整備事業 各務原市各務東町 ▽  
県単 河川局部改良事業 新境川 ▽  

治山・治水の推進 

公共 総合治水対策事業 境川 
（境川流域総合治水対策事業） 

 

▽  

 
《国事業》 

【都市空間の整備】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

水と緑による環境の整備 国営木曽三川公園各務原緑地の整備  
▽ ▲ 

【交通体系の整備】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

国道 21 号坂祝バイパスの整備 □  
幹線道路の整備 

岐阜南部横断ハイウェイの整備 
 

□  
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（4）環境共生 

①循環型社会の形成 
○ごみ減量化・リサイクルの推進 
・資源ごみが廃棄物とならないよう、自治会・PTA・子供会・老人クラブなど主な活

動団体に対して、資源ごみ集団回収奨励事業を継続します。 
・一般家庭において不用となった家庭用品等で、まだ再利用可能な物品についての情

報を提供することにより、有限な資源の節約、不用品再生利用等の意識を高めてい

きます。 
・ごみ減量を図るために、ビン類・カン類・容器包装廃棄物の分別収集を継続して実

施します。 
○地球温暖化対策の推進 
・公共施設をはじめとし、市民・企業を取り込んだ、ごみの減量・節電など地球温暖

化対策を推進します。 

②環境の保全 
○自然環境の保全 
・公共施設において、国際規格 ISO14001 のシステムを生かした、ごみの減量及び再

利用を推進するとともに、電気・ガス・水道・燃料の節減に努めます。また、この

取組みを市民・企業を含んだ取り組みとして啓発します。 
・伊木山・天野山をはじめとする自然とふれあいながら散策できる自然空間を整備し、

自然環境の保全に努めます。 
・人と自然の共生を図るため、（仮称）市民の森（雑木林公園）や（仮称）河跡湖公園

等、自然と触れ合う施設の整備をします。 
・水と緑の回廊計画に基づき、市民と行政が一体となって都市緑化の推進に努めます。 

○地下水の保全 
・市内の井戸において地下水量・水質を定期的に観測するとともに、市内に立地する

事業所を対象に、揚水量の実態調査を行います。 
・地下水量の保全に取り組むため、企業と行政が一体となって地下水懇談会を継続し

て開催し、揚水量や地下水位の観測データや地下水の有効利用などの情報交換を行

います。 
・新たな地下水の涵養手段として、公共施設はもちろん、市民・企業の協力を仰ぎな

がら、主要な民間施設において、透水性舗装や雨水枡による雨水の地下浸透、雨水

の循環利用など、人工涵養・雨水利用システムを導入します。 
○環境監視・観測 
・水質・大気・騒音・悪臭などの観測測定を行い、的確に分析し、公害の未然防止に

努めます。 
○美しいまちづくりの推進 
・空き缶等のごみの散乱等を防止することにより、地域の環境美化の促進を図り、快

適な生活環境を確保するため、美しいまちづくりを推進します。また、環境美化監

視員（ボランティア）と行政が一体となって取り組みます。 
・廃棄物の不法投棄等の不適正処理事案を早期に発見し、必要な措置を講じるととも

に、監視活動等を強化し不適正処理事案の未然防止を図ります。 

③下水道の整備 
○公共下水道の推進 
・木曽川右岸流域下水道事業（上位計画）の建設を促進するとともに、生活環境の向
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上及び公共用水域の水質の保全に努めます。 
・適宜に計画を見直し、他事業と協調を図りながら、効率的・計画的に下水道の整備

を推進し、普及率の向上に努めます。 
・管渠やマンホールの維持補修を計画的に行い、不明水の減少に努めます。 

④環境衛生施設の充実 
○廃棄物処理施設の充実 
・北清掃センター新ごみ処理施設の維持管理に努めます。 
・公害を発生させない環境保全対策を講じた、管理型最終処分場を整備します。 
・現在、岐阜羽島衛生施設組合にて処理をしている廃棄物について、将来的には新市

で処理します。 
○し尿処理の充実 
・合併浄化槽の促進を図ることにより、河川等の水質保全と住環境の保全を図ります。 
・クリーンセンターにおけるし尿処理対象物の内容の変化に対応するために、施設の

機能安定整備を行います。 
○火葬場等の充実 
・市営火葬場は、昭和 45 年に建設され老朽化しているため改築し、施設の整備に努め

ます。 
・市営墓地を墓地公園として整備します。 

 
《新市事業》 
【循環型社会の形成】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
資源ごみ集団回収奨励事業   
家庭不用品交換事業   ごみ減量化・リサイクルの

推進 
分別収集事業   

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策推進事業 

 

  
【環境の保全】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
国際規格 ISO14001 の啓発事業   
伊木山整備事業 ▽ ▲ 
自然環境保全治山事業 おがせ地区（天野山整備事業） 

（※再掲） △ ▲ 

（仮称）市民の森（雑木林公園）整備事業 （※再掲） □ ★ 
（仮称）河跡湖公園整備事業 （※再掲） ▽ ▲ 
緑の保全事業   

自然環境の保全 

緑化推進事業   
地下水量・水質の定点観測と調査・解析の実施   
事業所の揚水量実態調査事業   
地下水懇談会の開催・運営事業   

地下水の保全 

公共施設における透水性舗装などの推進   
環境監視・観測 騒音・水質・大気・悪臭等観測事業   

美しいまちづくり推進事業   
美しいまちづくりの推進 

廃棄物の適正処理推進事業 

 

  
【下水道の整備】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
木曽川右岸流域下水道建設・維持管理負担金事業   
公共下水道整備事業   
公共下水道維持管理事業   

公共下水道の推進 

水洗化啓発事業 

 

  

第 3 章 将来の都市構造「回廊」「拠点」として整備されるもの

△…森の回廊 □…まちの回廊 ▽…川の回廊 
▲…緑の拠点 ★…都市拠点 ●…産業拠点 
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【環境衛生施設の充実】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

ごみ処理施設の維持管理業務   
廃棄物処理施設の充実 

最終処分場建設事業   
合併浄化槽設置補助事業   

し尿処理の充実 
し尿処理施設安定整備事業   
火葬場整備事業   

火葬場等の充実 
市営墓地整備事業 

 

  
 
《県事業》 

【環境の保全】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

河川環境研究所（仮称）整備事業 ▽ ▲ 
自然環境の保全 

自然の水辺復活プロジェクト推進事業 
 

▽ ▲ 
【下水道の整備】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
公共下水道の推進 木曽川右岸流域下水道事業  

▽  
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（5）産業活力 

①新産業の創出 
○新産業の育成・支援 
・岐阜県が推進する「スイートバレー構想」の拠点の一つであるテクノプラザの充実

を促進するとともに、隣接地を産業団地として整備し、新産業を育成するハイテク

パークの整備・充実を促進します。 
・先端技術産業や今後の大きな成長が期待される分野の産業を中心に、新たな企業の

誘致とベンチャー企業の育成を図ります。 
・テクノプラザに開設された（株）VR テクノセンター、岐阜県科学技術振興センター、

（財）岐阜県研究開発財団、（株）新産業支援テクノコアなどの研究開発機能・産業

支援機能を活用し、新しい産業の創出や既存産業の高度化・高付加価値化を推進す

るため、産学官の連携による総合的な支援体制の整備に努めます。 
・東海北陸自動車道岐阜各務原インターチェンジ周辺については、物流をはじめその

機能を生かした適切な土地利用を誘導します。また、南部産業拠点との交通アクセ

スを強化します。 

②地域産業の振興 
○商工業の活性化 
・商工会議所を中心とした、企業相談や経営支援の充実を促進します。 
・成長する中小企業の資金需要に対応するため、融資制度の充実を図るとともに、積

極的活用を促進します。 
・テクノプラザの有する情報提供・研究開発・交流機能を最大限に活用し、異業種交

流を促進するとともに、工業の高度化・高付加価値化の推進に努めます。 
○商業環境の整備 
・商業・サービス業を中心として、業務・文化・交流等の広域的な都市機能を高める

ため、まちづくりと一体となった拠点商業地の形成に努め、市内消費の拡大を促進

します。また、地域に根ざした商店街の形成のため、振興組合や発展会などの活動

を支援します。 
○農業基盤の整備 
・岐阜中流用水事業により、安定した農業用水の確保に努めます。 
・農業用用排水路・道路・ため池・揚水施設などの整備を推進し、優良農地の確保を

図ります。 
○農業の振興 
・農業振興地域整備計画や農業振興地域・農用地区域制度などにより、農地の適切な

保全と流動化に努めます。 
・農地の有効活用を図るとともに、市民が農業に親しむ場として、新たな農業体験農

場と「市民農園」の整備拡充に努めます。 
○森林資源の整備 
・豊かな緑を創造するため、計画的な森林の保全・整備を促進します。 
・居住近郊山林の整備を進め、市民が緑と親しむ憩いの場として活用します。 

③観光の振興 
○観光資源の整備と活用 
・市民に定着した桜まつり・おがせ池夏まつり・日本ライン夏まつり・かわしま燦々

夏まつり・かわしま川祭りなど、特性を活かしたイベントの充実を図ります。 
・市内のエコミュージアム拠点施設を活用し、地域交流を促進します。 
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・河川環境楽園・かさだ広場・国営木曽三川公園各務原緑地を一体的に活用し、交流

拠点の形成に努めます。 
○広域観光の推進 
・県内外の周辺市町村との連携を深め、広域観光のネットワーク化の推進に努めます。

また、多様な情報機能や機会を活用した観光 PR 活動に努めます。 

④勤労者福祉の充実 
○雇用環境の整備 
・就労の安定と雇用の促進を図るため、関係機関との連携を図りながら、求職情報や

求人情報の収集・提供に努めます。 
・市内の主な企業で構成する各務原市雇用対策協議会を中心に、新規学卒者などの若

年労働者の就業確保に努めます。 
 

《新市事業》 
【新産業の創出】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
テクノプラザ 2 期事業 □ ● 
新産業企業誘致事業   
ベンチャー企業育成促進事業   
テクノプラザ機能活用促進事業 □ ● 

新産業の育成・支援 

東海北陸自動車道岐阜各務原インターチェンジ周辺基盤

整備事業 

 

□ ● 

第 3 章 将来の都市構造「回廊」「拠点」として整備されるもの

△…森の回廊 □…まちの回廊 ▽…川の回廊 
▲…緑の拠点 ★…都市拠点 ●…産業拠点 

【地域産業の振興】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

企業相談・経営支援の充実事業   
融資制度の拡充と活用促進   
異業種交流促進事業   

商工業の活性化 

先端技術導入促進事業   
商業環境の整備 拠点商業地の環境整備促進 □  

岐阜中流用水事業   
農業基盤の整備 

農業用用排水路・道路・ため池・揚水施設などの整備   
農地の保全と流動化の促進   

農業の振興 
市民農園の整備拡充   
森林の保全・整備 △  
緑の回復事業 △  森林資源の整備 
伊木山整備事業 

 

▽ ▲ 
【観光の振興】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
各種まつり活性化事業   
エコミュージアム施設活用交流事業   

観光資源の整備と活用 
河川環境楽園・かさだ広場・国営木曽三川公園各務原緑地

活用事業 ▽ ▲ 

広域観光の推進 広域観光のネットワーク化の促進 

 

  
【勤労者福祉の充実】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
求職・求人情報提供事業   

雇用環境の整備 
雇用拡大推進事業 
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《県事業》 
【地域産業の振興】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
県営かんがい排水事業 岐阜中流地区   
県営経営体育成基盤整備事業 各務原市北東部 1 期地区   
県営畑地帯総合土地改良事業 鵜沼地区   
県営地域用水環境整備事業 羽島用水地区 （※再掲） □  
県営地域用水環境整備事業 羽島用水第 2 期地区 
（※再掲） □  

農業基盤の整備 

持田ため池防災対策事業   

森林資源の整備 自然環境保全治山事業 おがせ地区（天野山整備事業） 
（※再掲） 
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（6）市民協働 

①市民参加によるまちづくりの推進 
○自治会・コミュニティ活動の促進 
・自治会・コミュニティに関する情報を適切に提供し、自治会への加入を促進すると

ともに、市民のコミュニティ意識の高揚を図ります。 
・健全な地域社会活動の拠点として、コミュニティ施設の整備や学習等供用施設建設

事業を進めます。 
○ボランティア活動などの促進 
・ボランティア活動や NPO 活動を広く紹介し、各団体間の自主的な連携を促進する

とともに、地域社会との連帯意識を高め、それらの活動と都市づくり施策との連携

を強化します。 
・ボランティア活動や NPO 活動の活性化を図るため、公共施設の多目的利用を促進

し、活動の拠点となる場の提供と設備の充実に努めます。 
○広報・広聴活動の充実 
・市民の意向や意見が市政に反映され、開かれた市政の推進のため、市民の視点に立

った広報紙づくりに努めます。 
・高度情報化に対応した多様な情報通信メディアを活用し、速やかな行政情報の提供

に努めます。 
・市民の知りたい行政テーマを担当職員が地域へ説明に出向き、市民と意見交換等を

する市民出前講座を実施します。 
・多様化する市民意識・市民要望を的確に捉え、行政の責任領域を見極め行政サービ

スの向上を目指します。 
・市民の心配ごとや、行政に関する相談に応える窓口の充実に努めます。 

○男女共同参画の促進 
・人権尊重の理念に基づき真の男女平等という観点に立って、男女の固定的な役割り

を見直し、自分の意志で社会参加できる男女共同参画社会に向けた行動計画の着実

な推進を図ります。 
・男女共同参画社会を実現するために、男性と女性が等しく認め合うことができるよ

うな学習機会の充実を図ります。 
・各種女性団体などが共通する課題について、学習や交流及び連携ができる機会を設

け、女性の社会参加の促進を推進するとともに、行政への女性の意見を反映させる

ため、積極的に各種審議会・委員会などへ女性を登用します。 
・女性が積極的に、そして安心して社会参加できるような環境の整備に努めます。 

②地域情報化の推進 
○地域情報化の推進 
・情報処理技術や通信技術の発達の成果を活用し、市民生活の安全性・利便性の向上、

地域からの情報発信活動に取り組んでいきます。 
・既存の行政情報システムを再構築するとともに、行政のあらゆる分野の情報化を積

極的に推進して行政の効率化を図るとともに、市民サービスを向上させます。 
・インターネット情報網を活用し情報交流を促進します。 
・市民が手軽に使えるブロードバンド環境の整備を促進します。 

○情報公開の推進 
・情報公開制度の確立と適切な運用に努めます。 
・市民が気軽に立ち寄れるような市政情報コーナーの充実に努めます。 
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③交流事業の促進 
○国際交流の推進 
・姉妹都市大韓民国春川市との知識・情報・技術及び人材交流を推進します。 
・アメリカ合衆国ユタ州やカリフォルニア州セリトス市との教育交流により英語教育

の推進を図ります。 
・テクノプラザなどを活用し、新産業技術の交流・提携を基礎とした国際協力に努め

るとともに、世界知識産業都市連合（GDCN）や世界科学都市連合（WTA）等の活

動を促進します。 
・各務原国際協会と連携し、在日外国人の社会参加や市民の国際交流を促進します。 

○友好都市交流の推進 
・「友好都市の盟約」を締結している敦賀市、「交流事業に関する覚書」を交わしてい

る犬山市と、文化芸術・教育・観光・産業など様々な分野で交流を促進します。 
○広域連携の促進 
・木曽川流域市町村における活発な交流を図るとともに、木曽川を中心に人とまちが

互いに共鳴できる地域づくりを目指す「日本ライン広域観光推進協議会・日本ライ

ン共和国」活動の促進に努めます。 
・様々な分野で広域化している共通課題等について、岐阜地域広域市町村圏の自治体

はもとより、県域を越えた近隣自治体とのより一層の連携を深め、共同で地域の発

展に向けて解決に当たります。 

④行財政運営の効率化 
○行財政改革の推進 
・地方分権の動向に迅速に対応した自治体への転換をめざし、行政改革大綱に基づき、

事務事業のスクラップ・アンド・ビルドや行政サービスの重点化を図るなど、行財

政改革を積極的に進めます。 
○健全財政の維持 
・元気な大交流都市を創造するため、行政の果たすべき役割をしっかりと見据え、最

少の経費で最大の効果が得られる効率的な財政運営に努めるとともに、行政のあり

方を再構築する事務事業の評価を適切に踏まえた弾力的な財政運営を進めます。 
 
 
 

《新市事業》 
【市民参加によるまちづくりの推進】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
自治会活動支援事業   
自治会への加入促進   
コミュニティ施設整備補助事業   

自治会・コミュニティ活動

の促進 
学習等供用施設建設事業   
ボランティア・NPO 活動支援事業   
ボランティア活動と都市づくり施策の連携強化   ボランティア活動などの

促進 
ボランタリーハウス事業   
広報「かかみがはら」の充実   
市ホームページ充実事業   
市民出前講座事業   
市民意識調査事業   

広報・広聴活動の充実 

市民相談窓口充実事業 

 

  

第 3 章 将来の都市構造「回廊」「拠点」として整備されるもの

△…森の回廊 □…まちの回廊 ▽…川の回廊 
▲…緑の拠点 ★…都市拠点 ●…産業拠点 
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男女共同参画社会プラン推進事業   
男女平等意識の普及・啓発のための学習活動の推進   
各種審議会などへの女性登用の推進   男女共同参画の促進 

子育て支援事業の推進   

 

【地域情報化の推進】 
基本施策 主な事業 回廊 拠点 

各務原市地域情報化計画推進事業   
行政情報システム再構築事業   
インターネットを活用した交流促進   地域情報化の推進 

ブロードバンド環境促進事業   
情報公開制度の適切な運用の推進   

情報公開の推進 
市政情報コーナー充実事業 

 

  
【交流事業の促進】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
姉妹都市交流事業（春川市）   
英語教育交流事業（ユタ州（アメリカ合衆国）、カリフォ

ルニア州セリトス市【同】）   
世界知識産業都市連合（GDCN）推進事業   
世界科学都市連合（WTA）推進事業   
各務原国際協会活動事業   
中学生海外派遣事業   

国際交流の推進 

在住外国人の社会参加促進事業   
ツインリバーシティ交流事業（犬山市）   
友好都市交流事業（敦賀市）   友好都市交流の推進 
市民交流促進事業   
木曽川流域市町村交流事業   
「日本ライン広域観光推進協議会・日本ライン共和国」活

動の促進   広域連携の促進 

岐阜地域広域市町村圏協議会事業 

 

  
【行財政運営の効率化】 

基本施策 主な事業 回廊 拠点 
多様な雇用形態職員によるサービス提供事業   
行政サービス見直し事業   
カイゼン運動の実施   

行財政改革の推進 

ISO9001 によるサービスの維持・向上事業   
健全財政の維持 「総合財政力」の向上 
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2-2 編入される川島地区にかかる主要事業のまとめ 
 

 編入される川島地区に係る主要事業について再整理すると以下の通りです。 
 
（1）川島地区のみで行われるもの 

川島地区のみで行われる主要事業は、次の通りです。 

《新市事業》 

分野 事業 
健康福祉 （旧）川島町民会館整備改修事業（生きがいセンター） 

川島地区中心部周辺整備事業 
（仮称）河跡湖公園整備事業 快適安全 
（仮称）新小網橋橋梁整備事業 

環境共生 （仮称）河跡湖公園整備事業（※再掲） 

《県事業》 

分野 事業 
河川環境研究所（仮称）整備事業 

環境共生 
自然の水辺復活プロジェクト推進事業 

 
（2）新市事業全体の中で行われるもの 

新市事業全体の中で、川島地区においても行われる主要事業は、次の通りです。 

《新市事業》 
分野 事業 

教育文化 小・中学校施設・設備整備事業 
排水路改修事業 
公共下水道整備事業 
（仮称）各務原大橋整備事業 
 （（仮称）那加小網線道路整備事業） 
コミュニティバス運行事業 

快適安全 

公共施設耐震化の推進 
木曽川右岸流域下水道建設・維持管理負担金事業 
公共下水道整備事業（※再掲） 環境共生 
公共下水道維持管理事業 

産業活力 河川環境楽園・かさだ広場・国営木曽三川公園各務原緑地活

用事業 

《県事業》 
分野 事業 

快適安全 （主）川島三輪線の建設 
環境共生 木曽川右岸流域下水道事業 
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第5章 公共施設の統合整備と適正配置 
 

公共施設の統合整備と適正配置については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう利

便性などにも十分配慮しつつ、地域の特性や地域バランス、さらには財政事情等を考慮し

ながら計画的に進めていくことを基本とします。 
なお、合併に伴い振興局となる旧川島町庁舎については、地域の課題への迅速かつ的確

な対応ができるよう十分配慮し、適切な住民サービスの提供が可能となる必要な機能の整

備に努めます。 
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第6章 財政計画 
 

１．前提条件の設定 

 
1-1 財政計画策定の考え方 

 

新市における財政計画は、平成 16 年度から平成 26 年度までの 11 年度間の財政運営の

指針と位置付け、普通会計ベースで策定しています。 
策定に当たり、地方分権がより一層進展することによる自己決定範囲や自己責任範囲の

拡大、国と地方の三位一体の改革（地方への税源移譲、国庫補助負担金の廃止・縮減、地

方交付税の縮減）等に伴い極めて厳しい財源見通しであることを大前提とした上で、歳入・

歳出を見込んでいます。 
特に、徹底したコスト縮減に取り組むとともに、合併や民間活力の更なる活用によって

節減される人件費などの経費を的確に見込みながら、未来への基盤整備など新市において

実施していく予定の主要事業を適切に掲載しています。 
なお、合併に伴う国・県からの財政支援措置も見込んで計上しています。 

【策定の 3 原則】 

 ①プライマリーバランスの均衡（歳入・歳出から地方債発行額と公債費を除いた収支が

均衡すること）。 

 ②国・県に依存する財源を厳しく見込む。 

 ③未来への基盤整備など必要な事業は適切に見込む。 

 
1-2 前提条件 

1-2-1 歳入 

主な項目毎の計上に当たっての考え方については、以下のとおりです。 
（１）地方税 

過去の実績を踏まえつつ、今後期待される経済成長も勘案し、毎年度 0.5％程度増加

するものとして推計し、また、合併に伴う不均一課税の影響分も加味しています。さ

らに、三位一体の改革に伴う影響分として、平成 18 年度以降は各年度 2％程度増加す

ると推計しています。 
 

（２）地方交付税 

普通交付税の算定の特例（合併算定替、合併補正）及び合併特例債の元利償還金に

対する交付税措置を見込んでいます。一方で、三位一体の改革に伴う影響分として、

平成 18 年度以降は各年度 40％程度減少するものとして厳しく推計しています。 
特別交付税についても、三位一体の改革に伴う影響分として、平成 18 年度以降は各

年度 20％程度減少すると推計しています。 
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（３）国庫支出金、県支出金 

経常的な支出金については、過去の実績に基づき推計し、第 4 章で掲載した主要事

業に係る財源を見込んでいます。また、合併に係る支出金も見込んでいます。一方で、

三位一体の改革に伴う影響分として、平成 18 年度以降は各年度 10％程度減少すると

推計しています。 
 
（４）地方債 

基本的には、各年度においてプライマリーバランスが極力均衡（歳入・歳出から地

方債発行額と公債費を除いた収支が均衡すること、臨時財政対策債を除く。）するよう

留意しつつ、第 4 章で掲載した事業を中心に発行することとしています。また、必要

に応じて財政措置が最も有利な合併特例債を発行することとし、通常債の発行を極力

抑制することとしています。 
本計画における合併特例債の発行見込額は 170 億円と仮定しています。 
なお、合併特例債については、行財政改革に努めることによって所要の財源が確保

された場合、発行額を抑制します。 
また、国が地方全体の財源不足を補うために措置する臨時財政対策債（平成 15 年度

約 27 億円）については、まず、各年度の財源不足に対応する額として、計画期間を通

じて 25 億円程度であると推計しています。さらに、その元利償還金相当額についても、

現在の地方全体が巨額な財源不足に陥っている状況下においては、地方交付税ではな

く、臨時財政対策債により措置されることを想定していますが、いずれにしても償還

のための財源は国の施策によってきちんと措置されるものと考えています。 
 
（５）分担金及び負担金 

過去の実績に基づき推計し、合併による格差是正等に伴う影響分も加味しています。 
 

（６）使用料及び手数料 

過去の実績に基づき推計し、合併による格差是正等に伴う影響分も加味しています。 
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1-2-2 歳出 

（１）人件費 

平成 17 年度当初見込みの一般職員数 1,134 人（企業会計も含む）を平成 26 年度末

には約 980 人まで削減する方針の下、退職者の補充を抑制することによる一般職員の

減、合併に伴う特別職や議員の減を見込んでいます。 
 

（２）物件費 

過去の実績に基づく推計値に、行財政改革の断行によるコスト縮減、業務委託等の

増加分や合併による合理化に伴う節減経費も加味しています。 
 

（３）扶助費 

少子高齢社会の進行に伴い増加することが予想される中、過去の実績や近年の増加

率を勘案して推計しています。 
 

（４）補助費等 

過去の実績や近年の増加率を考慮するとともに、合併による合理化に伴う節減経費

を勘案して推計しています。 
 

（５）公債費 

各市町における既借入債の償還額に加え、主要事業に係る合併特例債、通常債及び

臨時財政対策債の償還見込額を計上しています。なお、合併特例債の償還期間は 15
年（うち据置期間 3 年）としています。 

 
（６）繰出金 

国民健康保険事業、老人保健、介護保険事業、下水道事業特別会計に係る一般会計

負担額を推計しています。 
 

（７）普通建設事業費 

本計画に基づく事業費及び経常的な事業費を推計しています。 
 

 

1-2-3 財源調整 

財源調整手段としては、繰入金を活用することとしていますが、更なるコスト縮減にも

努めることとします。 
なお、川島振興基金創設も含め、平成 16 年度末の基金残高見込みは、160 億円程度とな

っています。 
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２．歳入・歳出の見通し 
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使用料及び手数料 901 905 910 914 919 924 928 933 937

国庫支出金 3,028 3,269 3,412 3,018 2,935 2,946 2,905 3,269 3,

県支出金 1,584 1,695 1,693 1,661 1,670 1,562 1,470 1,477 1,

市債 5,883 5,073 4,885 4,709 5,571 5,209 4,941 5,618 6,

繰入金 558 389 942 1,139 562 894 274 339 771

その他 939 945 949 954 958 963 967 971 976

歳入合計 37,878 37,133 37,362 36,876 37,162 37,144 36,230 37,415 38,

（歳出）

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４

人件費 9,563 9,674 9,713 9,709 9,557 9,398 9,167 8,992 8,

物件費 6,378 6,391 6,155 6,217 6,279 6,342 6,405 6,469 6,

維持補修費 339 342 346 350 353 356 360 364 367

扶助費 3,936 3,976 4,015 4,056 4,096 4,137 4,179 4,220 4,

補助費等 1,666 1,683 1,700 1,716 1,734 1,751 1,769 1,786 1,

公債費 6,087 3,102 3,404 3,637 3,705 3,978 4,158 4,229 4,

積立金、投資・出資・貸付金 650 651 651 651 651 651 651 651 651

繰出金 3,570 3,737 3,812 4,002 4,202 4,412 4,633 4,865 5,

普通建設事業費 5,689 7,577 7,566 6,538 6,585 6,119 4,908 5,839 6,

歳出合計 37,878 37,133 37,362 36,876 37,162 37,144 36,230 37,415 38,

 
（歳入） （単位：百万円）

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 計

市税 18,167 18,395 18,641 18,741 18,842 18,933 19,147 19,239 19,332 19,424 19,518 208,379 

地方譲与税 570 573 575 579 582 584 587 590 593 596 599 6,428 

地方消費税交付金等交付金 1,856 1,864 1,872 1,881 1,889 1,897 1,905 1,913 1,922 1,930 1,938 20,867 

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4,950 

地方特例交付金 725 729 733 736 740 744 747 751 755 758 762 8,180 

地方交付税 2,709 2,388 1,935 1,854 1,803 1,796 1,666 1,620 1,594 1,542 1,486 20,393 

分担金及び負担金 508 458 365 240 241 242 243 245 246 247 248 3,283 

 942 947 10,160 

533 3,434 2,364 34,113 

484 1,492 1,499 17,287 

035 6,217 5,174 59,315 

 671 106 6,645 

 981 985 10,588 

628 38,684 36,076 410,588 

年度 平成２５年度 平成２６年度 計

853 8,603 8,404 101,633 

534 6,600 6,666 70,436 

 371 375 3,923 

263 4,305 4,348 45,531 

804 1,822 1,840 19,271 

611 4,843 5,127 46,881 

 651 651 7,160 

108 5,363 5,631 49,335 

437 6,126 3,034 66,418 

628 38,684 36,076 410,588 


